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〇 相続税の申告事績 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年分における被相続人数（死亡者数）は 56,957 人（対前年比 100.6％）でした。 
そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は 4,776 人（同 108.3％）で、その課税価格の総額

は 5,894 億 62 百万円（同 116.4％）、申告税額の総額は 821 億 84 百万円（同 159.3％）でした。 
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 １ 相続財産の金額の推移 

 ２ 相続財産の金額の構成比の推移 
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国税庁においては、あらゆる手続が税務署に行かずにできる社会を目指し、税務行政のデジタル化を掲げており、
e-Tax の利用拡大に取り組んでいます。 
 
 

 令和６年度における相続税申告のe-Tax利用率は55.1％と、前年度に比べ16.8ポイント上昇となりました。 
e-Tax 利用率の目標値を令和７年度は 63％、令和８年度は 72％に設定し、利用拡大に向けて税理士等に

対する個別勧奨などを実施しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

相続税申告の e-Tax においては、税理士の皆様をはじめとした多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、次のと
おり利便性向上のための方策を実施しております。 
 添付書類のスキャナ読取り要件の見直し（令和７年４月〜） 

添付書類等のイメージデータ（PDF 形式）について、これまではカラー階調（いわゆる、フルカラー）によりスキ
ャナ読取り等を行う必要がありましたが、白黒階調（いわゆる、グレースケール）によるスキャナ読取り等も可能と
なりました。 

 利用者識別番号の確認の簡素化（令和６年 12 月〜） 
財産取得者（相続人等）の利用者識別番号が不明な場合に、「変更等届出書」を送信した税理士に、利

用者識別番号の有無等を電話で連絡します。 
→ なお、これまでは、財産取得者ごとに「変更等届出書」を提出する必要がありましたが、１件の変更等届出書

で複数人の財産取得者の利用者識別番号の有無等の確認が可能となりました。 
 

 

 

相続税 e-Tax 特設サイトには、これまで国税庁で実施した利便性向上策、相続税申告の作成・提出に関する
Ｑ＆Ａや、イメージデータで提出可能な添付書類などについて掲載しています。 
（リンク先） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/etax_leaflet.htm 

◆ 令和６年度の相続税申告の e-Tax 利用率は、55.1％ 

6.1 万件 
（29.5%） 

(百件) 

 

(年度) 

 

◆ 相続税の電子申告に関する情報は「相続税 e-Tax 特設サイト」をご覧ください 

【掲載バナー】
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◆ e-Tax の利用が更に便利に 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/etax_leaflet.htm

